
医
療
給
付
費
分
の

保
険
料
率
が
下
が
り
ま
し
た
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　国民健康保険に関する問い合わせ先

　
平
成
十
八
年
度
の
西
宮
市
国
民
健
康
保
険
の
料
率
が
決
ま
り
、
六
月
一
日
に

告
示
し
ま
し
た
。

　
国
民
健
康
保
険
は
、
職
場
の
健
康
保
険
な
ど
に
加
入
し
て
い
な
い
人
を
対
象

と
し
た
医
療
保
険
制
度
で
す
。
被
保
険
者
の
み
な
さ
ま
の
保
険
料
は
、
国
・
県

の
補
助
金
や
市
の
繰
入
金
と
並
ん
で
、
こ
の
制
度
を
支
え
る
重
要
な
財
源
で

す
。
健
康
な
生
活
を
送
る
た
め
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
国
民
健
康
保
険
制
度

を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
み
な
さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆加入・脱退・保険料について
　　資格・賦課チーム
　　　０７９８－３５－３１１７・３１１８
◆高額な医療費・各種給付について
　　給付チーム　０７９８－３５－３１２０
◆納付書・分納について
　　収納チーム　０７９８－３５－３１５６
　　滞納対策チーム　
　　　０７９８－３５－３１５５・３０９１
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※「基準総所得金額」とは、総所得金額等から基礎控除（現行３３万円）を差し引いた金額を
いいます。

基礎控除（33万円）

基礎控除（33万円）

◎介護納付金分保険料

◎医療給付費分保険料

平成１８年度保険料の計算方法 保険料は、次の方法で計算されます。

＋ ＝

＋ ＝
被保険者１人に
つき３５，４００円

②均等割額

＋

　４０歳から６４歳までの方（介護保険第２号被保険者）のいる世帯のみ医療
給付費分保険料と介護納付金分保険料の合計額が国民健康保険料となります。

１７年中の
基準総所得
金額

×
２!０
１００

①所得割額

※

介護保険第２号
被保険者１人に
つき１２，０００円

②均等割額

１８年度年間保険料
（最高限度額８万円）

①＋②

－

－

（総所得金額）

＝

＝

保
険
料
率
が
決
ま
り
ま
し
た

平
成
　
　
年
度
の

１７年中の
基準総所得
金額

×

①所得割額

※

１世帯につき
２５，８００円

③平等割額

１８年度年間保険料
（最高限度額５３万円）

①＋②＋③

１０!０
１００

１０!５
１００
（ ） （３５，４００円） （２６，０４０円）★（　）内は、平成１７年度料率

（ ）
２!０
１００

（１２，０００円）★（　）内は、平成１７年度料率

　
本
市
で
は
保
険
料
の
算
定
方
法
な
ど
の

ご
質
問
や
納
付
方
法
に
つ
い
て
の
ご
相
談

に
お
答
え
す
る
た
め
、
「
国
民
健
康
保
険

料
ご
質
問
コ
ー
ナ
ー
」
を
設
け
ま
す
。

　
設
置
期
間
は
、
六
月
二
十
日
（
火
）
か

ら
同
月
二
十
九
日
（
木
）
ま
で
（
土
・
日

曜
日
は
除
く
）
、
会
場
は
市
役
所
本
庁
舎

二
階
の
２
５
２
会
議
室
で
す
。
受
付
時
間

は
、
午
前
は
九
時
か
ら
十
二
時
ま
で
、
午

後
は
一
時
か
ら
五
時
ま
で
と
な
っ
て
お
り

ま
す
。
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

保
険
料
ご
質
問
コ
ー
ナ
ー

　
６
月
　
日
か
ら
設
け
ま
す

必要経費－事業収入

給与所得控除－給与収入

■年金所得の場合

基準総所得金額

■事業所得の場合

■給与所得の場合

基準総所得金額

※　国の税制改正により一部取扱いが変わるため、詳細を次頁に掲載しています。

　
平
成
十
八
年
度
の
保
険
料
率
は
、
医
療
給
付

費
分
に
つ
い
て
は
所
得
割
が
一
〇･

〇
％
、
均

等
割
が
３
万
５
４
０
０
円
、
平
等
割
が
　
２
万

５
８
０
０
円
で
、
介
護
納
付
金
分
に
つ
い
て

は
、
所
得
割
が
二･

〇
％
、
均
等
割
が
　
１
万

２
０
０
０
円
に
決
ま
り
ま
し
た
。

　
医
療
給
付
費
分
の
保
険
料
率
は
、
診
療
報
酬

の
引
下
げ
や
前
年
中
所
得
の
総
額
が
増
加
し
た

こ
と
な
ど
に
よ
り
、
昨
年
度
に
比
べ
て
引
下
げ

と
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
介
護
納
付
金
分
の
保
険
料
率
は
、
昨

年
度
と
同
率
に
据
え
置
き
と
な
り
ま
し
た
。

　　
こ
の
料
率
に
基
い
て
決
定
し
た
平
成
十
八
年

度
の
保
険
料
通
知
書
は
、
六
月
中
旬
に
郵
送
す

る
予
定
で
す
。

　
な
お
、
保
険
料
の
計
算
方
法
は
、
下
表
の
と

お
り
で
す
。

保
険
料
通
知
書
は

６
月
中
旬
に
郵
送
し
ま
す

※６月下旬頃まで、窓口や電話の混雑が予想されます。
  ご了承ください。

平成１８年（２００６年）６月１０日 （８）

西宮市ホームページ／http://www.nishi.or.jp/


